
インドにネずける国内貯蓄と地租

I 資本蓄積と農業

II インドの地粗収入
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V 結論にかえぐ

I 資本蓄積と農業

l. はじめに

経済発展をめざす低開発国にとって， 財政の果

たす基本的役割は大きくみて二つあるといえる。

第 1に，消費（およびその増大〕を押えることによ

って貯蓄率を引き上げること，第2に，長期的に

成長を持続させるための社会的一般資本ないし下

部構造を整備すること，である。

開発を積極的に進めるうえに，財政がきわめて

重要な役割を演ずることはいうまでもない。国家

が経済成長を加速化する意欲が大きければ大きい

ほど，計画目標は高く設定されがちであり，それ

に対応して， これを実現するに必要な資金の調達

のために政府が果たす役割はより大きくなる。究

極のところ，経済発展とは資本形成の高度化と実

物資源の上り効率的な利用にある，とするかぎり，

財政はこれらの目的を実現すと主たる手段であ

り，政府はこれを担う発限の主導的主体である，

とし、わねばならなヤ。

独立後のアジア低開発闘におL、て，経済成長加

速化の要求は， それだけ政府による財源の増強を

急務とした。それと同時に，経済発展に果たす政

府の役割と政府部門の国民生浮ならびに消費に占
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める割合は，経済体制のいかんを問わず急速に拡

大しつつある悦1）。つまりこのことは，実物資源

にたいする政府の支配を強めたことを意味する。

低開発国の財政収入の大半は租税によってまか

なわれるため，この支配の増加は，具体的には租

税の増大を意味する。固によっては社会主義体制

とか混合体制で i司営部門の拡大（それによる事業収

入）とか，赤字公債などもあるが，調達された資

源の量的比重においても，管理手段の機動性や有

効性におL、ても，租税に勝るものはなし、。「したが

って，租税はそのなしうる直接的寄与においても，

管理，インセンチブ， および所得格差の縮小とい

った間接的効果においても，経済発展のための資

金調達源として，もっとも重要なものである」

。
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本稿の目的は，インド租税体系のなかの地租

(land revenue〕をとりあげ，基本的にはいまだに農

業国であるこの同における国内の資本蓄積との関

連で，財政の立場からこれを論ずるにある。

j也租に焦点をおく理由は要約して二つあるう一

つl士山首が低開発の段階から漸次（ないし急速に）工

業化してゆく過程で， 日本，ソ連ならびに台湾が

地阻その他の強制的手段で農業余剰の動員をはか

〆＂Iこという照史的事実が，インドの場合にL、かに，

どのね皮生かされうるか（あるいはほとんど生かさ

れないか〕を考えてみたいということ。第2に，イ

ンドの場合，開発財源の重要なー認をになうべき

地租の戦後の苦手j向の分析を通して，・インド農業の
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かがえる民本問題の一部を明らかにすると同時

に，インド農業の租税負担の現状が他部門にいか

なる影型；を与えてL、る己、を考察するにある。

2. 経済発展の初期段階における怒済余剰

住済発民の段階ポ初期にあるlI• iでi士、 IA、立た

り国民所得の水準が低いこと， および人口の半ば

JJL1Y；品業に従'Jiするということがほぼ一般的で

ある。そして 1人当たり所得がイ晶、ことから，一

般に低開発国の貯蓄水準（もしイは少な〈とも治在

(J'JTi'蓄水：if)は｛店、いといわ；！l, i1il洛を／j_I,f，るには，

この低水準がなんとしてでも引き上けらるべきだ

と主張される。

ところで， 多くの経済学者はこれと関連してつ

ぎのように論じ、きた二 1人当たり所出品三低I;＇と

ころでは，貯蓄率の引上げは，かりに成功しても

ほ／νのねずかないt度にと三まる G l人＇＇＇； jこり所得

が低いのは，貯蓄一ーしたがって投資一一の水準

が置いか「一》だ，；） A くし一；貧困の忠清環tニ！；れるのだ，

とコだが、 w官接J＜準の1氏さの原因を 1人当たり所

得水準の低さにl直接結ひ、つけて説明することがは

として正しいで lわろうう i そまLf；！：単純寸ぎはし広

いであろうか。先進同との比較におし、てみるかぎ

りにお y、ζ は， これは もi史的tニ正しし、と可、えるか

もしれない。しかし， ほぼ所得水準の高さが等し

H.11開花必国民jJ）比較てi土， 1人当たり所得のみ

では， その貯蓄率の相違の説明とはなりえないの

でどる。貯蓄ぷ（もしくは潜在（；＇j吋蓄7)<,f）を決定

するより重要な悶子は， 国民所得のうち高所得収

入グyレーつに流fLる最.j）品合，および所得総はの

ちがで財計二所特の占めど〉割合の大きさ？？土なャだ

ろうか。

ペテ ii,教授；？二の点、L’Jい：ぺざやように）主べ

ている。 「インドにおける 1人当たり所得は低い

よりもとくにf氏くなければならぬとはいえない。

なんとなれば，貯蓄を造出する所得（saving-gen巴ra-

ting inc 

であるからfご。だからインドでなぜ生産的投資が

低いかは， 平均所得←一一1人当たり自民所特一一ー

に求めるよりはむしろ， 開発を推進，持続するの

にほとんど役だって炉ないところの『封建的』所

得〔財産所得における〕の比重に結びつけて説明さ

れるべきであるーくと3）。

パテle・のかカ斗る主張は、 かれのインドにおける

所得分配に関するすぐれた実託研究に裏づけられ

亡し、る（（ ・1＼すなわち， 1950/51>-fにおけるインド

の国民所得のうち，財産所得の占める比率はアメ

リカのそれと伝とんど差がないとして， つぎのよ

うに結論しているのである。（1）国民所得の半ば以

iーが自家営業一斉で占められてャること。（2）黄金お

よび俸給が国民所得に占める比率は 23%近くにす

ぎず， こjもはアメリカのそれよりはるかに1J、さい

が，（3）インドにおける財産所得にかかわる粗所得

は， 1¥il－＼所得の 23%以上に達する。

パテルはこの長後の項のイシドの比率が，アメ

リカおよびイギリスの 20～25%とほぼ同率である

点に注μすると同時に， アメリカの場合には資産

所得者がかれらの所得のうちかなりの部分を貯蓄

するのに対し， インドではそうしていないという

のである。

つぎに農業どの関連でいえば，工業化の初期段

階の社会ではすべて，国の産出高の半ば，ないし

それ以i：えよ農業部門の寄与にかかるものであり、

さらにそのうちかなりの部分が， し、わゆる「封建

1'!'J」地主および中間地主で占められ U 、ることで

ある。そこで， もし三の「余剰」の大半を生産的

投資に振り向けることができれば，経済開発ft加

か、だん＂らと＼， . ＇て可能 IJヲ貯京士、でも、元進諸国 速化されうる、 というのがノミ7・；レの論拠なのであ
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Ⅱ　インドの地租収入
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II イシ ドの地問収入

地穣収入の停滞
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大地J：治るら自作法への農地0）解放‘ 中間地主排除

による耕作農民と J川政府の直結（これはヂミングー

J¥.・ !ft ll：も jJらった），その他の f'j的のもとに大がかり

な一連くりと地改革を実砲した。 しかし実際にはこ

4, 
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第 3 畿 州税収に占める地租と幾業所得税の比率 （単位： 1000万ノレピー）

｜地一宮農耕融制！の税収：順政総額白扇面繭属議識は府寝柔
(1) I c2i ！総額（3）租の比蔀（（削））（%）｜所得税の比皐，（（2)/

第1次5カ年計a画（195ν52～19日5/56). 326.7 I 24.6 11,257.11 25.9 : 2.0 
治コ iLiカ年計画（1956/57～印刷／肘j! ,155.0 j 42.5 j I，仰6.9 24.o I 2.0 
:Xi：，次五カ年計画（1961/62～l川51Eihl '110.3 I 48.9 j :i,:i:,9.9 17.0 J l.4 
l州）／付，！補正後） K7.9 : 10.6 I 'H'J.l 9.6 I l.(i 
1%7.州（i8.7 I 11. 0 I l , 023. 7 9. 6 I l. 2 

( ;/1）斤） Reserve Bank "! India /;11!frt1刃（August1967), p ! O.lci上り｛1二like

の改革は遅々として進んでいない。その原因とし

ては，土地所有に関する旧来の州訟が多くの面で

改革法と対立し， また従来の地主の棋強ヤ抵抗と

｝｝；：けプ〈の行使を行政的仁~lLJLできな，yλったことが

あげられる。 さらに中情j地主掛！訟の；品程は，マデ

fγ ・プラデシ州とかウックル・ブラデシナMでは

他JIiよりも急速に進捗した。そのJ1'x,J)Jの理由とし

ては，河川、！とも戦前から地租徴収のための行政機

構がよく整っていたことにある。 これは村の中に

地租徴収機関もなく，永久設定（permane口tsettle-

men飴）の地域が広範に存在していたほかの多くの

！日と丈Jl:ii的である。

とここ問題となったのは， 地位［徴I［唱えのため，さ

心；こは村落の土地台帳を作成主1院し、 また村の中

にそれとかかわりのある行政事務を視汚させるた

めには， いかなる行政機構が州によって設立さる

べきかというにあったc この問題の及ぶ範囲は広

いが，実際にとられた機構のタJプはおおまかに

) 'fの二つに分け汚ことができ上う。第1は

: ）スとアッサムのこと〈， 二;j'. ，.，の機関を官

庁i二.（i(tしたもの， 第三円11f能た主人！川内で村落団

体；心地租徴収を委嘱したものかめる。 これち二つ

の徴収方法のいずれがよいかは一概にし、えなLパ。

というのは， これらはいずれも州のもつ固有の土

地制度と，本来の行政能力に応じて各州が便宜的

に選択したものにすぎf川、力、らで （i,•C,) c 

2.• j也租の固定化

4ヱ

「永久設定地域」を廃止して「澗期的設定」に

するというのがインド地租査定の基本構想であっ

これはすでに1934年以来うたわれてきた理念

といっ〈もさしっかえない。ところが，過去30数

年にわfこって、 この改訂はいっこうに実胞されて

いなL、のである。その実施をfr)jff!こぶ向きの理由

f t、 九州lこよ〆》てそれぞれ異人：－，ているのそれら

の昭肉のうちとくに重要なものとして主躍された

のは，霊長業経済の劣悪な条件，および土地設定の

改訂体系の諸原則についてとられた例外規定であ

るーヂの結果，独立前の「設定地」はそのほとん

ピ刀、 F~と. ,u-hれぬままに放置された勺

Lンケ lノー苦手jを有し， かっその1i,iJI主ニのもとで

土地が永久的ι設定されているPirとか， 大規模な

プランテーションをもっている州では，農業所得

税の制度が導入され， これによって大土地所有者

の農業所得の増収のなかから， かなりの税収を実

現すべく意図されたが，結果としてはきわめてわ

ず，／、I.:f政以にとどまった（第1表参照）心要ーするに

lj耐えの u也ピ凶＼／こよって， 地秘の負担は支払能力

のJ、き L、111>¥c:れらの地主には粍く， 析しく誕生し

た1J、1:1if j込比五くのしかかる結果となっ亡し、る。

(3) 免税項目が多いこと

農地改1半；ま一方ではザミンダリーやジャギルダ

リの廃止をめざすものであったが，他方ではイナ

ム in:un・：苦心Ix得が行なわれたc イすムi上呪金支払

L、／,: ,, L ,! 'If件もしくは農地かむのl収入に対する



Ⅲ　農業貯蓄と地租
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政府権限のすべてもしくは一部の政治的配患にも

とっく Lないしは特定のずービスにおする対価にもと

づく）， fr，！人に対する議長＇rt，しくはl'H1iであると定

義されているが，複雑なこれら譲許事墳を整理し

分類すると ＇；）.下のごときものとなれ弓つ

(L, 政｛；的譲許。 ::. .il はさらに契約談話A と非契

約譲許その他の政治的譲許に細別できる。

(2) 個別譲許リ これは州政府に対するサービス

の対f'1として個人に与えられるも

(31 ，、スタン言従，l., これは寺， ごとき

宗教団体を保護するために許与されたもの i

(4) 県知事にたJする世襲的譲与。 これはかつて

のデ L二ムク，デサ人 ァーシュパ／いじとびアミ

ンのことき県知事（di01rino伍cer）仁王i：て与えら

れていたものをも含む。

(5: 村0iiこ与えら：J・，る摂許。 こLt土吋設村落共

同体tJニひ州政府仁五献した村吏 j二とえばパ

テル，クルカルニーーのほか，大工；，かじ！歪，ガ

モス（僧侶〉その他も含まれる。

(61 1也阻免除の言i'J。ふつう教7江J、｝二ぴ慈善的

目的，l)ため；こ設立さ f L ;;JI市団体一ーたとえば病院

建設とか，大学もしくは公共事業を営み営利を目

的としないものーーに対して与えられる。

以との：＇ -j－ムは単位長C'JJ：地改革ごその多くが整

理，屍 it.~： れたとヤ品川るが， かかみ法制がそう

簡単に消滅したとは考えられない。たとえばマデ

ィヤ・－，＂ヰデシナ Mで；i、l]i－＇｛；を；最も徹 J;[i't'J；：イナム廃

止にLiぃι，jったが， 日： ：：－ も宗教， れ六IIH系に使

用される土地には名目的にしか課税されていな

し、《

( 'apital (h-lm::11, 11, 1951 JI-IKO. 

匝農業貯訴と地租

l. 明治B本のケース

開発の優先順位が農工いずれの部門に高くおか

れているかにかかわりなく，長期的にみて低問発

I Fiが工業化への道をたどることはあきらカsであ

るο また農業部門の生産が高まればそれだけ工業

部門への食糧・資金の供給が高まり，工業そのも

のも発展し， ・:tたそれが農業関連工業（agriallied 

industries）山j];(!Jlkとなって，肥料・農器具・新種苗

会社などによる生産性を高める生産財投入となっ

て，けっきょくはまたそれが農業の発展を促進す

るという称f知的・相促的関係をす；っている。

しかし， 生産・所得がその半ばないしそれiソ、上

を農業に依存する低開発国経済にとって，工業

（！？？に製造工業〉が国民所得に占める比率は109もにも

満たない私台が多く， ましてその中味が伝統的零

細工業が主体となっている場合が普遍的であるた

め， 工業による一国経済の高い成長率のためには

ーしかもそれを自助的努力で実現しようとすれ

ば一一一， どうしても農業部門で余剰を強制的手段

で創出し， これを工業部門に供給するのでなけれ

ばならない。明治大正期の日本がまさにその典型

であった。

第 4表でi明らヵ‘なように、 1888～92年か子p1918 

～22年をつうじて， 日本の農業貯蓄は農業投資を

j：かなつたばか iJでなく， との農業貯蓄の大部分

芯、非農業投E

下’農業をA，非農業をNAと略称する〕。同期間にお

ける平均数字でみると， A貯蓄がA所得の12%に

はしたの仁対して， A投資r:tA所得のわず点・3%

トこすぎなか ，：， たりその結来、 A所得の 9%にHI当

する農業貯蓄余剰が生じ，それが NA投資の資金

源として利用されたのである。
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！也方，：＇.＇，； A貯蓄Lt'-JL＼所得の 14ヲ，らに浅Lていた 門40.7<'<,, NA部i＇可決仁 3%)C第4表参照j

が，政府投資を含む NA投資か NA所得の21%に 2. インドのケース

も達したため，このNA投資の 3分の lがA貯蓄 インドの A•NA 部門聞の資金移動について

にιって J:／；なわれていることカhわからU

このようにA部門が NA部門に資余の商で寄与

者カー千lj用しうる「ータ以，こEカフェ資料によ；；，

1951/52年度と 1957/58年度のものに限られており

L fこのf:t' l、うまで j,jょく地胞をつう子る強制的 〈第五六参照ふ）Jiri；己 ~j 本と！可じ概念と精読さで比較

潜在余剰の動員が可能であったからであり， その

竺とは第 i安のA守；＼IIうと NA部門の税仇taοシェ

アの比較に；士っきいと示されて Lる。

以上でも明らかなように‘工業化の初期段階に

お；7 る日 ~1<Jノ原始的店本蓄手立の il!A泉と心ず｝えのは

農業部門であり， その貯蓄動員の担い子となった

のi土政府・，： ' そのJi!Ji, i手段仕 i：としてj也献であっ

えとみることがでざるο すなわら， 1888～92年の

聞に，税負担のシェアはA部門が85.7%, NA部

門＿，；； 14.:('oと圧倒的に襲業カ：Hl負担の一人、iを引き

受けさせられている。 これは当時の産業構造と

い A音l¥!11人口の比f玉、および民業にけする他都

門の 1人当たり所得といった諸指標にてらしてみ

ても， 1人当たり農民の税負担が， これに対応す

る他部門就業者のそれよりも；（1j沿った三とを想起

させるものである。 NA部門の税負担シェアがNA

部fi~のほうに大きく転換したのはやっと大正には

いってからのことであった (1918～22年平均でA部
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しえないうらみがある。 このことをあらかじめ高志

知し穴うえで観察すると、第6表でi明らかなよ月

に，日前i152年岐には民間決定の純ll'i'蓄率3.9%i土

民間 NAのそれ（2.:-l%〕を上回っており，またそ

の額七i'JfJ者が後 fiを68%が／こ上回.' :: ＇，、たっ民間
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Ⅳ　租税負担の不公平
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ニつの税はご立部門からはL、る印紙・手数料のう

ち20%を負担したものと推定される。

第 9表は；機嫌部門の上層階層が支払った租税の

11カ年（1%0／日1年度から1%0/f;J年度まで）内各年の

推移をみたものである。二れによれば， 4二の階露

はその所得の 6%から 7%を納税しているが，パ

ーセン午、ヅは， 1950～川年にわたっでほとんど

変化してvイい、。その理山は明らかに所得の増分

に対して農業課税が非弾力的だったことにある。

インドにおける所得税の関税最低限は k記期間

中， 30011,,l：ーから 3600.1レYーの間で変化Lてい

るため， 世；4、；；~円の上層所位階麗は税法［二‘非農

業部門に）議する所得税納税者とほぼ等しい所得グ

ループとみてさしっかえなし、と考えられる。

そこもご‘ )sに非農y~

状況に／〕！イ、 J三トよう。 白hiぷLγ〉；芳得と課干＼l対そ1t所得

とは原則として等しL、わけであるが， しかしイン

ドで広く 1凡，＇.九る租税 IDJi註や脱説のほか， 険々の

法的理flciによら控除・免除その抱の特日IJ軽減措置
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（出所〕 VedP. Canclhi, Ta.xβurd，印刷 l11d,an

Ag円cultme (The Law School of HarY.trd 

University, Cambridge, 1966), p. 132. 

（注〕 近午，•• ＇）「地改革 Iニヒ｝二地租収入；こゴI.／）＞け

増力日A；」
われζlし

に上って，実収入と課税対象所得にはかなりのへ

だたりがある。 これについてはカルドア教授がつ

ぎのように指摘している。 「；農業以外のすべての

部門における課税可能所得の総額は， まったく課

税所得の 2倍に遣する」位11）。そこで，これら軽

減措置などを考慮に入れると，実質収入額は課税

所得の 2.5倍にもなるとの仮定にたって， これに

;z;j fる課税を計算してみたいc

第10表はこのようにして計算された非農業部門

のと溺所得グループの 1950～60年における所得の

推移である。本表にJ土これと l,iJ時iこ消費も計上さ

れて：J、るが，これは貯蓄・所得比率を20%と仮定し

たものである。この仮定は， 1956年から1962年ま

での全都市世帯の貯蓄率が 16%から17%であった

どし、ご｝調査かんみて妥当な数字と思われる

つぎに租税負J立を用目別に観察しよう。非農薬

部門の上層階層のみが支払う直接税の税目は，所

得Ht総合支出脱（1966年j廃止），遺産税および富絡

税引I) I) > このほか非農業部門全体からの印紙・

手数料収入のうち20%がこの層によって支払われ

ている。 また租税調査委員会の報告書によれば，

このと議グル』 ・/'(7）支出の 8.6%が間接説仁左ら

才Lている（絞13)

この表でみると， 1951/52年度から1957/58年度

の聞に非農業部門の上層所得グループの課税は

J7%と18%の問で変化している。第11表のラオ教

授の試算〈非設業音II門の上層グループの直接税だけの

課税率〉が14%を示しているが，これに8.8%とい

ろfl計五税負担率を加えると，第Ii表の租税所得比

ほぼ接近したノ、一セントが得られる。 このよ

うにして，農業部門・非農業部門のそれぞれの上

層所得グループの租税・所得比率が得られたので，

これを相互に比較するとつぎの結果が得られるυ

主部門のと民所得クツレープは， 1950年以降10
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（注） どこには所得税を支払ろ個人およびヒンズー
未分；t;1J家族を台む。

年間仁年率平均マ6～ 7%を課税されたが，非農

業部門のこれと同じ所得階層グループは同期間に

17%ないしそれ以上課税されたc このえめ農業部

門の上層所得グループは非農業部門の同一所得水

準の人々よりもずっと軽い税負担であった。両部

門聞の比較で三のよう，：農業郎門の上牌グループ

が，平等の原則からみて不当に軽く謀税されてい

ることが明ら泊、となった。

これを限界課税率（所得の泊分に対する課税の増分

の比率）？みると，不平等度比ひろがる傾向のある

ことを示す。 1950/51年度から1960/61年度の平均

でみると，農業部門の限界課成不は 7＇＞；）で，表：！；（業

部門のそれは 13%となっている。かくて税負担は

所得がふえればふえる日ど，非農業i'\G11~ の上！，，そ階

層のろえにより重くかかるしくみになっている。

かかる結果から， Ved P. Gandhi はつぎのよう

に結前lる。 ｜もし阿部門の上層階）：；：の限界秘税

負担率と，両部門の全階層のそれとをくらべるな

ら， こい）期間tこわたずにて， iii,j部門のfj¥;1汗得併の人

人が経済開発の負担をまともに背負ったといL、う

る。また非農業部門全体をとれ（－！， かれらの所得

ラ0

霧IH長非農業部門の上層潜級によって支払われた租税

（単位： 1000万ルビー）

年度（所得税（支出｜遺産出制堅調間接税！合計iii控室
r l税税 1税！収入（ ｜ ｜（%） 

1950/51! 132 7：ー 1 ]4. :n! 11. 701 2os.xl 20.47 
1951/52; 146. :t 一一＇， 1.-10: 97. 70 248. :=,: 17. 86 
1952/53j 141.4 -[ -I  -14.38i 86.20/ 232.0119.但
1953/54! 122.8 -J -i -,4.671 94.20; 221.7116.60 

1954ノ551122.:, : -:4.S91 93.70 220.G 16.58 
1955/561 131 A -0. Of',/ -:4. 771 99. 0り， 235.之 16.68
1956/571 151. 7 10. 301 :s .1310s.2oi 263. 41 11 .10 
1957.勺x!163 7; -,0.0斗，7.o4s.s2120oo! 296.7! 17.45 

I I 
1958/59, 172.00.640.:l29.67,6.19137.:JO! 326.li 16.72 
1959/60 148. 90. 79 0.15:12.11!1. 03146.101 315.o: 15 .14 
1960/61 167.40.910.18'8.15?-16156.60: 340.41 17.80 

（出所J Ga山 lhi,p. 1 J?. C本支はラ寸教授の推μ＼・を

基にしている〉
（注） もし1U、税の
れば，この数字は実際よりはいくらか大きU、と忽
われる。

増分のうち，21%が課税されているのに対し，これ

を当該部門の上層階！同に限っていえば13%しか課

税されていないのである。負担が最も重くのしか

かる非農業の所得の場合，その限界負担率は 23%

ないし24%にも達する。農業部門についてみると，

全平均で限界秘税負担率は11%にすぎず， 上層階

層だけに限ってみればわずか6ないし 7%で，貧

しい階層のそれは 12ないしLi%であ，：，たj〔，i14¥ 

したがって，租税負担の公平の原則からみれば，

インド国民のうち，租税能力lこ比して相対的に最

も楽を Lて L 、るのは農業部門の上層階層，沙·く~－、で

非農業部門の上層階層，農業部門の中層階層と続

き，都市のq，層階隔が最も重く負担してU、るとい

う結論が得られる。換言すれば，開発のための園

内財源しつ負七iに対する国民共はの義的遂行の過程

にあって，包める大地主，農業関連事業主，ない

し投機T持者／：＼ 今c')イン引見（刊のもとで最も不当

に優遇されているということにほかならなL、。

(_, l〕 TJu,lmf,e1 ,al Ga:::<'fteer of Ind川、 Vol.

IV, Chapter VII (1907), p. 214. 

(, i 2 ) i¥ ¥1issi川 1of the International l¥llonetary 



Ⅴ　結論にかえて

1968090053.TIF

公平の原則からみて，相対的に非もう一つは，

会主部門が不当に租税の重課を強いられているこ

＇~~業部門の上

持所得階層（主として大地主〉に最も軽く課税され，

非民支部門の中下回階級に長七重く税11-担がかか

この／.（は詰 1の原っているという事実であ ・C)tこc

この実証は地主！宇？の所得に対民ljの寝返しで｛わり、
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19日j¥, p. fi] 

( :, : H. P. ¥Yバrl. Tax,rfl(JII of 11gTicrdtura! 

Land i11 Unclerdevelο，j•cd Count rics.ド 19.

I, 4 i :¥. λf r.::husroτ ιTaxation r,f J¥griじ口ltural

LmHI: A ドrけpo出 tlJ’Tlzc l玉川1011/.1イ H～dfιγ，Annual

Numliげ／Fe・！，γLWfγ19山

「ii;i I K. N. R1j，‘ lミc,sourct's for the Third 

!'Ian.川 The F:rn，川川1c ¥VCi'k!'.', :¥nnu日l Numb肝

A主

しかもこれを階層別にみれば，と．

する増悦が妥当かっ緊要であることの根拠を強l可

I;.ものとしてし、る。

ならびにそれを烹づける上記ゴ派かかる主張，

ヲー

」

地主および

員！Jによる測定結果は特に新しいものではたい。

の主張；士今日においてはインドでj；し

(January El;i9¥, 
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府の理急、政：；；， 実行能力がLししくカミつ十分であ

ったか， それに対して今日のインドではどうか，

とい円ことでわ1；諭を導き出そろとしても， それは

結論を安直に導き出すための近道にすぎまい。問

題はむしろ，k革の主体である政府とネ民（政府だ

けでは（1・. lしてない）がL、かにτ し、かたる動機と目

的で地租に対処したかが深く省、みらるべき℃ふろ

.:. :') ，］、論で；土こし勺問題tこ；山、ることはできな

い。そこで最後に柳田国男の；農民に対する観察力

をかりて‘そ ，｝） 入口を＇.：·，＇~唆すふにとどめたヤ＼＇！ i。

かれは明治維新後の日本の農村が，資本主議化

と工業化の激いぜ、変.，＇／；過程のうず；こをきこまれな

がらも， 「農民の心が政治の革新にf敵艦して， 自

分たち L今ま，；.どお I）ではおじれぬどと.dこし、 J 、せ

いに引き緊ま F jてきたざとである」と述べ，「これ

は智能かとれを受け入＋tるに適する :tc:＇進ノ＇，.・c-お

ハたこともーJ ) Lハ便？？ヤあっ竺ろう l まただくう

ちに，いろいろの技術方法． ことに作物の新たな

る種拡を知った数だUでも手t＇，；；なもの？あ J 》た。

それへ力を添えたのは田畑勝手作の新制度であっ

たJ。北道くして， 「蚤民(I）：事業，;I企画i'i' にわ！； 'i二大

胆に， かっ巧妙なものに変わってきたのである。

…・（0Jりの土地司用の技術としては、 おそんくこ

れ以上に鮮やかな効果はないといってよ v ＇~。この

上う t，視察か心、 かれは「ロイ三の生産政策iよr＆：功

したのである」といし、きっている。
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(1) 経済政治の目標と理念に農民（ことに日作農）

7；＇呼応したことっ

(2) 知識・新技術の導入と生産へのその応府に

とjし亡；三民が市極的ごふったこと。

(3) あらゆる危険や困難を乗りこえて，農民が

技術ゃ耕地のii!H石に務へ決＇ tを職＇t；よいし’事業

う2

として志議するに至ったこと。

(4) 最後にきわめて重要なことは，維新政府の

「田島勝手作Jの新制度が， 知識→革新→企業的

経営の萌芽， という一連の過程の条件をつくった

ことであった。しかもこれ（知識）は明治維新に

始ま〉たことでなくーふるく徳川I300年の大平の

時代にすでにかなり普及，蓄積されていたと考え

らjもるのである。

農民，農業生産， 農村がかかる目撃史の歩みのな

かで地租に対応したのが日本のケースであった。

地租に対するインド地主の反応はこれと全く異な

る。 100年前， iill，列、I(7）税収に占めるiむ租の比率が

70% C古ff掲〕ときわめて高かったことは，明治地租

の重謀平と1,,Jじであるが，それは日本と異なう，

μ）拡大再生産を不可能にさせたこと，（ロ）それがイ

ンド産主にVJ投資されず， 英国による搾耳元の最大

手段とされた三と，である。かかる歴史的な苦い

経験仕，独立後の農氏に根強く残され，中央・州

政府のL、かなゐ増徴をも拒否する， いわゆお tax

compliance （租税協力〕の不在を導き出したとい

いうる。

明治の地租改正の大事業は，周到かつ綿密に年

月と資企を投じてな色れた。それは強力な絶対的

中央権力のもとになされた。政府首脳は生命を堵

してとれに対処した。独立後のインドtこは，かか

る中央集権的権力による農地改革も地租改正もな

い。連邦，小IIの議会で直接間接に大地主の利益を

代表する勢力が強いことも， これらの改革を困難

にしている型向の一つでもあろう。
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